
手続きが変わります
　新制度のスタートに伴い、保育園・幼稚園などの利用にあたっ
ては、お子さんの年齢や教育・保育の必要性に応じた市による認
定を受ける必要があります。次の３つの区分の認定に応じて、施
設などの利用先が決まります。

※ 1　利用時間は園により異なりますのでお問い合わせください
※ 2　保護者の就労や疾病などで、家庭での保育ができない方が対象

認定区分 利用時間 対象者 利用できる施設など

１号認定
（教育標準時
間認定）

朝～昼過ぎ
※ 1

満３歳以上で、幼稚
園などでの教育を希
望される方（保育を
必要としない方）

幼稚園
認定こども園

２号認定
（保育認定）

朝～夕方
満３歳以上で、保育
園などでの保育を希
望される方　※ 2

保育園
認定こども園

３号認定
（保育認定）

朝～夕方
満３歳未満で、保育
園などでの保育を希
望される方　※ 2

保育園
認定こども園
地域型保育事業

平
成
27
年
度
の
施
設
の
利
用
に
向
け
た
手
続
き

幼
稚
園
を
利
用
希
望

①
希
望
す
る
施
設
に
直
接
利
用
申
し
込
み

②
施
設
か
ら
入
園
の
内
定

③
施
設
を
通
じ
て
利
用
の
た
め
の
認
定(

１

号)

を
申
請

④
市
か
ら
認
定
証
が
交
付

申
込
時
期

　

私
立
幼
稚
園　

９
月

　

公
立
幼
稚
園　

10
月
予
定

保
育
園
を
利
用
希
望

①
希
望
す
る
施
設
に
て
保
育
の
必
要
性
の
認

定
申
請(

２
号
又
は
３
号)

及
び
施
設
の
利

用
申
し
込
み

②
市
か
ら
認
定
証
が
交
付

③
申
請
者
の
希
望
、
保
育
園
な
ど
の
状
況
に
よ

り
、
市
が
利
用
調
整
の
う
え
利
用
先
が
決
定

申
込
時
期　

11
月
予
定

認
定
こ
ど
も
園
を
利
用
希
望

○
教
育
を
希
望
さ
れ
る
場
合

①
希
望
す
る
施
設
に
直
接
利
用
申
し
込
み

②
施
設
か
ら
入
園
の
内
定

③
施
設
を
通
じ
て
利
用
の
た
め
の
認
定(

１

号)
を
申
請

④
市
か
ら
認
定
証
が
交
付　

申
込
時
期　

９
月

○
保
育
を
希
望
さ
れ
る
場
合

①
希
望
す
る
施
設
に
て
保
育
の
必
要
性
の
認

定
申
請(

２
号
又
は
３
号)
及
び
施
設
の
利

用
申
し
込
み

②
市
か
ら
認
定
証
が
交
付

③
申
請
者
の
希
望
、
保
育
園
な
ど
の
状
況
に
よ

り
、
市
が
利
用
調
整
の
う
え
利
用
先
を
決
定

申
込
時
期　

11
月
予
定

現
在
、
利
用
し
て
い
る
施
設
を
引
き
続
き

利
用
す
る
場
合

　

施
設
を
通
じ
て
手
続
き
の
案

内
を
す
る
予
定
で
す
。

幼
稚
園
や
保
育
園
な
ど
の
保
育
料
は
…

　

新
制
度
に
お
け
る
幼
稚
園
、
保
育
園
な
ど
の

保
育
料
は
、
保
護
者
の
所
得
に
応
じ
た
負
担

（
応
能
負
担
）
を
基
本
と
し
て
、
国
が
定
め
る

基
準
を
上
限
に
、
新
た
に
市
が
定
め
る
こ
と

と
な
り
ま
す
。
現
在
、検
討
を
進
め
て
い
ま
す
。

利
用
手
続
き
な
ど
の
問
い
合
わ
せ
先

○
公
立
幼
稚
園
に
関
す
る
こ
と

　

学
校
教
育
課　

学
務
係　

28
・
６
０
４
５

○
私
立
幼
稚
園
に
関
す
る
こ
と

　

金
生
幼
稚
園　

58
・
６
５
１
０

　

三
島
幼
稚
園　

24
・
３
１
８
３

（
両
園
と
も
平
成
27
年
度
よ
り
、
０
歳
児
か
ら
受

け
入
れ
可
能
な
認
定
こ
ど
も
園
に
移
行
予
定
）

○
認
定
こ
ど
も
園
に
関
す
る
こ
と

　

緑
ヶ
丘
認
定
こ
ど
も
園　

58
・
６
１
１
１

　

愛
和
認
定
こ
ど
も
園　

24
・
３
５
３
３

○
公
立
・
私
立
保
育
園
に
関
す
る
こ
と
、
子
ど

も
・
子
育
て
支
援
新
制
度
に
関
す
る
こ
と

　

こ
ど
も
課　

保
育
事
業
係　

28
・
６
０
２
７

※
申
込
受
付
日
や
認
定
証
交
付
時
期
、

利
用
先
の
決
定
時
期
な
ど
詳
し
く
は
、

広
報
10
月
号
に
掲
載
予
定
で
す

新
制
度
の
主
な
目
的
・
内
容

○
計
画
的
に
教
育
・
保
育
の
確
保
、
質
の
改

　

善
を
行
い
ま
す

○
幼
稚
園
と
保
育
園
の
両
方
の
機
能
や
特
徴

　

を
併
せ
持
つ
認
定
こ
ど
も
園
の
普
及
を
進

　

め
ま
す

○
地
域
の
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
事
業
の
充

　

実
を
目
指
し
ま
す

　

平
成
24
年
８
月
、
子
ど
も
・
子
育
て
を
め

ぐ
る
さ
ま
ざ
ま
な
課
題
を
解
決
す
る
た
め

に｢

子
ど
も
・
子
育
て
関
連
３
法｣

が
成
立

し
ま
し
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
幼
児
期
の
学
校

教
育
や
保
育
、
地
域
の
子
育
て
の
支
援
の
量

の
拡
充
や
質
の
向
上
を
進
め
て
い
く｢

子
ど

も
・
子
育
て
支
援
新
制
度｣

が
平
成
27
年
４

月
か
ら
ス
タ
ー
ト
す
る
予
定
で
す
。


